


(10)　暴力団員が経営する業者又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者及びこれに準ずる業者でない

　　 者。

       を添付すること。

       こと。

      　 とは原則として認めない。

手　続　等 期間・期日 場所・方法

令和3年 6月 1日 (火) から 入札公告等関連資料については、ホームページから

令和3年 6月11日 (金) まで ダウンロードすること。(https://www.hwc.or.jp/)

令和3年 6月 1日 (火) から

令和3年 6月11日 (金) まで

令和3年 6月15日 (火) から

令和3年 6月23日 (水) まで

令和3年 7月 5日 (月) から

令和3年 7月 7日 (水) まで

令和3年 7月20日 (火)

14:00～
(6) 入札

場所：兵庫県社会福祉事業団事務局第２会議室
      兵庫県神戸市西区曙町１０７０番地

(7) 工事費内訳
書の提出

入札時

(8) 入札結果の
公表

(2) 入札参加受
付

持参又は郵送（郵送の場合は令和3年6月11日必着）

落札決定後速やかに行う

(3) 設計図書の
貸与申込

（注１）

(4) 質問書の受
付

ファックス
※件数が多い場合、データでの提出をご依頼する場合がございます。

(5) 質問に対す
る回答

令和3年 7月14日 (水) ファックスにて回答

(2)　　同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したこと

　 　 　※　病休、死亡、退職等の極めて特別な場合を除いて、契約期間中は、当該配置予定技術者を変更するこ

５　入札保証金は免除する。

６  入札手続等

(3)　　落札者は、契約期間中、提出した資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置すること。

(1)提出資料の
様式等の交付

　　 ｱ） 入札参加希望者と直接かつ恒常的な雇用関係（申請書提出日において３ヶ月以上）にあること。

(8)　　当施設建設に当たっての関連法規等を遵守し、十分な知識と能力を有すると認められる者。

(9)　　当該工事に係る設計業務等の受注者（株式会社黒田建築設計）と特別な利害関係を有しない者。

      により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず入札申込みをした者は

      者として適当であると認められる者。

(11)　正常な入札執行を妨げる等の行為を行うおそれが無く及び行わない者。

(7)　　平成23年度以降に元請負業者（共同企業体の場合は、出資比率が20%以上のものに限る。）として、日

　　 本国内において、福祉施設、サービス付高齢者向け住宅又は入居施設等で、延床面積1,000㎡以上(構造

　　 は問わない)の新築、改築、増築又は改修工事を完成した施工実績を有している者であること。

　　 ｲ） １級建築士又は１級建築施工管理技士の資格を有し、管理技術者としての責任を果 たせる者である

(6)　　過去に、社会福祉施設等建設に伴う不正行為又はこれらに類する行為等に関与しておらず入札参加業

      直ちに当該申込みの取下げ又は入札の辞退を行うこと。

４　 配置予定技術者の要件

(1)　　次に掲げる基準を満たし、かつ、建設業法第２７条の１８に規定する建設工事業の監理技術者資格者証

　　 を有する監理技術者を本工事に専任配置とし現場常駐を原則とする。なお、監理技術者講習修了証につ

　　 いては、写しを添付すること。又、有効期限内に交付された資格者証又は管理技術者講習修了証の写し



　　　　　　　　　　　　　　 と (郵送可)。

　④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は、認めない。

    損失をてん補する履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。

８　契約保証金

　  　契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、債務の不履行により生じる

　⑤ 誓約書（第5号様式）

(2)　　入札参加資格の審査は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、審査結果については入

　 　札参加資格を有すると認められた者に対して令和３年７月５日までに入札通知書を発送する。

　② 理事長は、提出された申請書等を入札参加資格の審査以外に提出者に無断で使用しない。

　③ 提出された書類は、返却しない。

(3)　　その他

　① 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

  　 のと認められなかった者は本工事の入札に参加することができない。

　① 公募型指名競争入札（事前審査型）参加資格審査申請書（第1号様式）

　② 建設業の許可及び経営事項審査結果（第2号様式）（特定建設業の許可通知書の写し、総合評

　　定値通知書の写し、兵庫県建設工事入札参加資格の登録状況が確認できる書類の写し及び設計

　　業務受託者との関係が確認できる書類の写し）

　　 （免許等を証する書類の写し及び自社社員であることを証する書類の写し）

 　　　　　(3) 貸与期間　　　貸出日から入札時までとする。

　③ 施工実績調書（第3号様式）（契約書の写し等工事内容が確認できる書類の写し）

　④ 配置予定技術者の資格・工事経験調書（第4号様式）

 　　　　　(4) その他　　　　貸与は、入札参加希望者に限る。入札に参加する者は、入札当日、

　　　　　　　　　　　　　　 会場で回収するので必ず持参すること。入札に参加しない者は、入

　　　　　　　　　　　　　　 札前日までに兵庫県社会福祉事業団事務局財務課までに返却するこ

７　入札参加資格の審査等

(1)　　本工事の入札に参加することを希望する者は、次に掲げる申請書等を提出し、入札参加資格

 　　の審査を受けなければならない。

　　 　なお、提出期限までに申請書等を提出しなかった者又は審査の結果入札参加資格を有するも

 　　　　　(2) 貸与申込期間　令和３年６月１５日から令和３年６月２３日まで

　　　　　　　　　　　　　　 期間中に福)兵庫県社会福祉事業団事務局へ「設計図書貸与申込書」

　　　　　　　　　　　　　　 をファックスし貸与予約すること。(電話予約不可)受け渡しについ

　　　　　　　　　　　　　　 ては、申込者に追って日時と場所を連絡するので、指定された期間

　　　　　　　　　　　　　　 内に受取にくること。

※受付時間については、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時～午後５時までとする。

　　（注１）設計図書の貸与については以下のとおり

 　　　　　(1) 貸与場所　　　社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団事務局財務課

　　　　　　　　　　　　　　 所在地　神戸市西区曙町１０７０

　　　　　　　　　　　　　　 TEL （０７８）９２９－５６７７

　　　　　　　　　　　　　　 FAX （０７８）９２９－５６８８



　 　ること。

   　た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって

   　落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

　　　　　　ＦＡＸ  （０７８）９２９－５６８８

１２ その他

(1)　　申請書等に虚偽の記載をした場合においては、それが判明した時点で入札資格の停止及び落札

　　 した場合でも契約を締結しない。

(2)　　落札者は、入札参加資格の確認書類として提出した配置予定の技術者を本工事の現場に配置す

(5)　　入札に際し、入札書記載金額に対応した工事費内訳書を提出すること。なお、工事費内訳書を

   　提出しない者は、本工事の入札に参加できないものとする。

(2)　　当事業団所定の入札書に必要事項を記載、押印の上入札すること。

(3)　　落札金額にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算
し

　　　　　　ＴＥＬ　（０７８）９２９－５６７７

(6)　　落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加の資格制限、指名停止を受けた場合は、契

   　約を締結しない。

１１ その他入札に関する事項

(1)　　入札執行回数は２回とする。

(6)　　その他入札に関する条件に違反した入札。

             ＵＲＬ    https://www.hwc.or.jp/

    の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(3)  　現場説明会は実施しない。

１３ 　入札担当課

　　　　　　神戸市西区曙町１０７０

　　　　　　兵庫県社会福祉事業団事務局　財務課

   　あるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4)　　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。

１０ 無効入札

(4)　　同一の入札者が、同一事項に２通以上の入札をした入札。

(5)　　談合その他の不正な行為があったと認められる入札。

　    次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1)　　入札参加資格のない者がした入札。

(2)　　入札書記載の価格、氏名その他の事項を確認できない入札。

(3)　　入札書記載の価格を加除訂正した入札及び記名押印のない入札。

９  落札者の決定方法

      兵庫県社会福祉事業団会計規則第９７条の規定に基づき定められた予定価格の制限の範囲内

    公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

    その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低

    で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、当該入札価格では契約内

    容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが



兵庫県社会福祉事業団会計規則（抄）

（契約の相手方及び最低制限価格）
第97条　 契約担当役は、競争に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は
　 最低の価格をもって、申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
２　 契約担当役は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負契約をしようとする場合において、当該
　契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければ
　ならない。
３　 前２項の規定に関わらず、支出の原因となる契約のうち、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その
　者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公
　正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、その者を契約の相手方とせ
　ず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を、当該
　契約の相手方とすることができる。
４　 事業団の所有に属する財産と、事業団以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性格又は目的
　から前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、価格その他条件が、
　事業団にとって有利なもの（同項ただし書きの場合にあっては、次に有利なもの。）をもって申込をした者を、契約の相
　手方とすることができる。


